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２００７年８月４日

〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目６０番１３号

電話 ０３－３９６４－０１１０㈹

警視庁板橋警察署長様

〒●●●－●●●● 東京都足立区●●●●●●●●●●●●

自宅電話 ●●－●●●●－●●●●

（家庭の事情によりつながりにくい、伝言不可）

（留守電、携帯、ＦＡＸ、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽは無）

半澤一宣（自筆署名・捺印）

（はんざわ・かずのり）

告 発 状

本年２月６日（火曜日）に東武鉄道東上線ときわ台駅（所在地：東京都板橋区常盤台

一丁目４３番１号）構内の「東上本線第２２号踏切」で発生した死傷事故に関連して、

東武鉄道株式会社（以下「同社」と記します。本社所在地：東京都墨田区押上一丁目１

番２号）と、その監督機関である国土交通省のそれぞれの職掌責任者への処罰を求めた

く、下記のとおり告発いたしますので、捜査・立件方よろしくお取り計らいくださいま

すよう、お願い申し上げます。

記

１．被告発人らの氏名等

甲 池田直人（いけだ・なおと、元・同社鉄道事業本部運輸部運転課長。現在の

職名は不詳）

乙 手塚繁己（てづか・しげみ、元・同社工務部長、現在の職名は不詳。「工務部」

は、同社において各種運転保安設備の設置・改良などの工事を担当する部署）

丙 佐藤淳造（さとう・じゅんぞう、前・国土交通省航空・鉄道事故調査委員会

（以下「事故調」と記します）委員長）

その他 上記甲、乙両名の後任の、現職（本状提出日現在。以下同じ）までの歴代の

運転課長及び工務部長全員（氏名・人数不詳）

２．被告発人らの罪名

業務上過失致死傷、及び鉄道営業法違反

３．被告発人らの被疑事実

①池田直人・手塚繁己の両名とその後任の職掌責任者らには、同社の踏切支障報知装置

（以下「同装置」と記します）に、

「同装置の前を６秒未満で通り過ぎてしまう歩行者や自転車など（以下「歩行

者等」と記します）が踏切道内にいても、これを踏切道内の異常（危険）とし

て認識せず、接近中の列車を非常停止させる緊急信号を発報しない」

という欠陥（以下「同装置の欠陥」と記します）があることを認識していながら、そ

の改善を怠り欠陥を放置し続けたことによって、２００７年２月６日１９時３０分ご

ろ「東上本線第２２号踏切」において、遮断機をくぐり抜けて踏切道内に入り込んだ
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自殺志願と見られる女性と、この女性を助けようとした警視庁板橋警察署常盤台交番

勤務の宮本邦彦巡査部長（当時）の２名を、池袋１９時２４分発下り急行小川町行き

第１０９３列車（１０両編成）がはねる事故を誘発したことにより、宮本巡査部長を

死亡させ女性を負傷させた、業務上過失致死傷の疑いがあります。

また、このうち現職の運転課長と工務部長には、この死傷事故の再発防止策を講じる

のを今日なお怠り続けることによって、沿線住民に対して更なる死傷者を出すおそれ

がある状況を放置し続けている、鉄道営業法違反の疑いもあります。

②佐藤淳造被疑者には、上の①に記した同装置の欠陥について、２００６年３月下旬の

時点で告発人から通報を受けていたにもかかわらず、事実関係の調査や改善策の提言

などを怠ったことによって、本件告発に係る踏切事故の発生を未然に防止するべき職

責を怠り、もって宮本巡査部長を死亡させ女性を負傷させた、業務上過失致死傷の疑

いがあります。

４．被告発人らに罪があると考える理由

(1) 池田被疑者が、同装置の欠陥を公の場（法廷）で事実上認める発言をしている

２００５年３月１５日、告発人の居住地に近い同社伊勢崎線竹ノ塚駅構内南側の「伊

勢崎線第３７号踏切」（当時は手動式）において、踏切保安係の遮断機操作ミスにより、

踏切通行人４名が死傷する事故が発生しました。

この事故に関連して、事故発生時に遮断機操作を担当していた同社踏切保安係の小松

完治容疑者（その後懲戒解雇）が、業務上過失致死傷罪で起訴されました（事件番号・

平成１７年刑（わ）第１４８１号、１審で禁錮刑が確定）。

２００５年１０月７日、小松完治被告の第４回公判が東京地方裁判所５０６号法廷で

開かれたとき、池田直人被疑者が弁護側証人として出廷しました（告発人も傍聴）。

この証人尋問の中で、弁護側は、同年９月２９日に「伊勢崎線第３７号踏切」が自動

化された後の安全管理体制について、池田被疑者に尋問しました。

そのとき池田被疑者は、要旨、

「車対策としては発光信号を設置しました。これは踏切内に６秒以上滞留して

いる支障物を検知すると、自動的に作動するものです。ただ、車対策としては

手動式のほうが安全だと考えていました。６秒の分だけ、素早く対応できるか

らです。事実、第３７号踏切では、自動車による事故は過去にも発生したこと

がありませんでした」

と証言していました。

この証言の中で、池田被疑者が「発光信号」と言っているのが、同装置が出す非常停

止信号のことを指しているのは明らかです。

したがって、この池田証言は、

「同装置が踏切道内に支障物＝危険が存在していることを検知し非常停止信号

を発報するには、自動車その他の支障物が同装置の前に６秒以上滞留し続ける

ことが必要であること」、

言い換えれば、

「池田被疑者は、同装置には『その前を６秒未満で通り過ぎてしまう歩行者等

が踏切道内にいても、これを踏切道内の異常（危険）として認識せず、接近中

の列車を非常停止させる緊急信号を発報しない』という欠陥があることを認識

していた」

ことの、動かぬ証拠です。

事実、本件告発に係る「東上本線第２２号踏切」での事故の発生を報じた『読売新聞』



２００７年８月４日：板橋警察署長あて告発状

3

２００７年２月７日付け朝刊は、同装置が作動していなかったことを報じています。

また、手塚被疑者は２００５年９月現在、同社の工務部長として「伊勢崎線第３７号

踏切」の自動化工事を統括・指揮する立場にあったことから、上に記した同装置の欠陥

については、当然認識していなければおかしいと考えられます。

(2) 同装置の欠陥に起因するインシデントが、実際に発生していた

告発人は、２００６年３月１５日（水曜日）１７時２０分ごろ、竹ノ塚駅構内北側の

「伊勢崎線第３８号踏切」の西側で、足立区が「伊勢崎線第３７号踏切」での死傷事故

１周忌に合わせて発行した『竹ノ塚駅付近鉄道高架化促進連絡協議会ニュース』号外を

街頭配布していました。

このとき、長時間の踏切遮断により滞留していた大勢の歩行者等が、踏切が開いた僅

かの時間内に渡り切れず、かなりの人数が踏切道内に取り残されたにもかかわらず、上

り準急列車が通常どおりの高速で通過していった、すなわち同装置が作動していなかっ

たというインシデント（ハット・ヒヤット、事故にならなかった事故）が発生しました。

これは、移動する歩行者等の群れの隙間から断続的に赤外線信号が届くため、上に記

した、

「同装置の前を６秒未満で通り過ぎてしまう歩行者等が踏切道内にいても、そ

れを踏切道内の異常（危険）として認識しない」

という同装置の欠陥が露呈したことによるものとしか、他に考えようがありません。

告発人は、このインシデントが発生した事実と、同装置の欠陥ひいては重大事故を誘

発する危険がある問題について、同月２６日付けで、「伊勢崎線第３８号踏切」がある竹

ノ塚駅を所轄する警視庁竹の塚警察署と、当時事故調の委員長であった佐藤淳造被疑者

に通報しました。

このうち、事故調が、このインシデントや同装置の欠陥について調査を行った様子は

ありません（添付資料②を参照）。

(3) 同装置の概要

同装置の原理は、宝石店や美術館などの防犯装置と同じです。

列車が踏切に接近してきて遮断機が下りるのに合わせて、高さ約７０ｃｍの２個１組

の装置の間で赤外線信号を送受し、それが遮断されることで踏切道内に支障物が存在す

ることを検知し、接近中の列車に非常停止信号を送る仕掛けになっています。

ただ、実際には、いわゆる「開かずの踏切」にしびれを切らせた歩行者が遮断機をく

ぐり抜けたり、鳥が赤外線センサーの前を飛び回ったりすることなども、あり得ます。

そのたびに電車が緊急停止すると、別の意味で（ダイヤの乱れが頻発することに対す

る）社会的批判が高まることは、容易に想像できます。

そこで同社では、上に記した池田証言にあるように、赤外線信号が６秒以上連続して

遮断され続けたときに初めて非常停止信号を出すよう、同装置を調整しています。６秒

というのは同社の場合で、装置自体は２～６秒の範囲内で調節でき、他の鉄道会社では

この秒数の設定を変えているところもあるようです（斜字部分は伝聞、未確認）。

なお、同社の同装置が非常停止信号を発報するのに必要な赤外線遮断時間が６秒であ

ることは、２００７年７月２２日（日曜日）１８時００分ごろ、同社伊勢崎線北千住駅

構内の「伊勢崎線第２２号踏切」の東側に配置されていた、東武ビルマネジメント株式

会社所属の踏切警備員（氏名不詳）も証言しています。

(4) 「東上本線第２２号踏切」の実地検分結果
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告発人は、本年４月２０日に「東上本線第２２号踏切」の実地検分を行ってきました。

宮本巡査部長が勤務していた常盤台交番がある、ときわ台駅の北口側から踏切の前に

立つと、手前が上り線（池袋方面行き）、奧が下り線（川越・寄居方面行き）です。

また、踏切に向かって右側に、ときわ台駅のホームがあります（上り線と下り線との

間に島式のものが１本ある構造）。

この踏切には、同装置が全部で７組設置されています（設置地点は添付資料①の略図

を参照）。

自殺志願と見られる女性と宮本巡査部長の２名をはねたのは下り急行列車でしたから、

この２名は上り線を横切ってから右折し、下り線のホーム下（事故発生地点）方向へと

走っていったことになります。

同装置の設置状況と２名の推定移動経路とを照合すると、２名は踏切道内に全部で７

本張り巡らされている赤外線センサーのうち、少なくとも５本には引っかかっていなけ

れば、おかしいはずです（添付資料①を参照）。

したがって、本件告発に係る死傷事故の際に、同装置が作動しなかった（非常停止信

号を発報しなかった）のは、本状に記した同装置の欠陥に起因するものであったとしか

考えられないことは明らかです。

５．被告発人らに対する処罰が必要であると考える理由

(1) 池田直人・手塚繁己ほか同社職掌責任者らの罪状

同装置が、６秒よりももっと短い時間の赤外線遮断でも非常停止信号を発報するよう

設定されていれば、本件告発に係る死傷事故は未然に回避できていた可能性があります。

それが技術的に可能であることは、宝石店や美術館などに設置されている同じ原理の

防犯装置が、センサーの赤外線が一瞬でも遮断されれば防犯ベルが鳴動する仕掛けにな

っている事実を考えれば明らかです。

また、同社では、歴代の職掌責任者のうち遅くとも池田・手塚の両被疑者の代には、

本状に記した同装置の欠陥について認識していた事実があったことは、小松完治被告の

公判における池田被疑者の証言が証明しています。

しかし現実には、池田・手塚の両被疑者とその後任者らは、同装置の欠陥を認識して

いながら、本件告発に係る死傷事故が発生するまで、何も事故防止策を講じていません

でした（更に、発生後も今日に至るまで、何ら再発防止策を講じていません）。

この不作為の事実は、事故防止すなわち安全の確保に万全を期すべき、鉄道従事者と

しての責務の怠慢以外の何物でもありません。

同社の現職の運転課長と工務部長が、この不作為を今日なお継続している事実が、鉄

道営業法第２５条が罰則を定める「鉄道係員職務上ノ義務ニ違背シ又ハ職務ヲ怠リ旅客

若ハ公衆ニ危害ヲ醸スノ虞アル所為アリタルトキ」に抵触するものであることは明らか

です。

少なくとも確かなことは、もしも同社の上層部が「『開かずの踏切』に起因する通行人

の遮断機くぐり抜けや鳥などによって、定時運転をたびたび乱されるのを避けるために

は、同装置の作動条件を緩くする（赤外線信号がより長時間遮断されないと非常停止信

号を発報しないようにする）ことで、本件告発に係る種類の踏切死傷事故を発生させる

ことになってもしかたがない、やむを得ない」と考えていたとすれば、それは定時運転

確保＝社会的体面の維持を優先させるために安全を犠牲にすること、言い換えれば、本

件告発に係る死傷事故の発生に関する「未必の故意」（未必の殺意）を正当化していたこ

とになる、ということです。

同社が、踏切障害の多発でダイヤが頻繁に乱れることによって社会的批判を受けるの



２００７年８月４日：板橋警察署長あて告発状

5

を避けたいのであれば、ましてや多大な観光収入が見込まれる地上波デジタルテレビ放

送用の新タワーを建設するための数百億円とも言われる資金を用意する能力があるので

あれば、その資金によって鉄道立体化を進め「開かずの踏切」の廃止を急ぐのが、鉄道

事業者として本来優先的に果たすべき、社会的責務というものでしょう。

にもかかわらず、同社が、作動条件を緩く設定した同装置を設置しただけで事足れり

としている現状は、

「現場責任者である歴代の竹ノ塚駅長や同社本社の職掌担当者らが、手動時代

の『伊勢崎線第３７号踏切』において、『開かずの踏切』への通行人からの苦情

の多さに堪えかねた踏切保安係の全員が、人為ミス対策としての遮断機早上げ

防止装置による遮断機の自動ロックを解除するための、通称『赤ボタン』を常

用して踏切を開ける時間を確保していたことについて、一昨年の事故発生まで

長年にわたり見て見ぬふりをし続けていた」

（この事実は、小松完治被告の公判で明らかにされています）

のと同様の、安全確保を犠牲にして社会的体面を取り繕おうとするもの以外の何物でも

ありません。

死傷者を出す重大踏切事故を繰り返し発生させてもなお社会的体面を守ることや、安

全への投資を出し惜しみしてでも利益を追求することなどを優先し、事故の再発防止＝

安全確保を二の次とし続けている同社の企業体質は、安全を輸送の生命とするべき鉄道

事業者にあるまじき反社会的な姿勢として、厳しく糾弾かつ断罪されるべきです。

このような、「危害の垂れ流し」とでも呼ぶべき同社の企業体質が変わらない限り、例

えば、

「踏切道内に迷い込んだ幼児が、助けに入った母親ともども、電車にはねられ

死亡」

のような悲劇が、何度でも繰り返し発生してしまうに違いないことは、容易に想像でき

ます。

それでは、本件告発に係る事故で殉職した宮本巡査部長の死が、無駄にされてしまい

ます。

それは同時に、

「自分たちと同じ理不尽な辛い思いをする人を、二度と出さないでほしい」

という、あらゆる事故や事件の遺族に共通する当然の感情を踏みにじることにもなって

しまうのではないでしょうか。

このままでは、池田・手塚の両被疑者を始めとする同社の職掌責任者らは、自分たち

が沿線住民に危害を及ぼし続けてきた（現在も危害が及ぶおそれがある状態を放置し続

けている）施設管理者としての責任の所在（罪の重さ）を自覚する機会がなく、したが

って将来いつまた沿線住民に類似の危害を及ぼす（再犯に至る）かわからない、そうな

っても何らおかしくない状態にあると考えられます。

告発人は、同社が死傷者を出す重大踏切事故を繰り返し発生させるその根底にある、

自らの企業体質を省みようとさえしない同社の上層部に反省を促し、合わせて全国の鉄

道事業者を含めて類似の事故を決して再発させないための警鐘とするには、同社の職掌

責任者らについて公訴を提起し、公判によって同社の企業体質の問題点を白日のもとに

晒し、法に基づく刑罰を科す以外、他に方法がないと考えます。

なお、もしも池田被疑者が、今になってから「同装置の欠陥については認識していな

かった」と主張するようであれば、池田被疑者は上に記した小松完治被告の公判で虚偽

の証言をしたことになります。

この場合は、池田被疑者を偽証罪で立件するべきであると、告発人は考えます。
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(2) 佐藤淳造被疑者の罪状

国土交通省には、全国の鉄道事業者を監督・指導する立場にある唯一の機関として、

鉄道におけるあらゆる事故や事件を未然に防ぎ、安全の確保に万全を期するべき責務が

課せられていることは、論を待ちません。

事故調が設置されているのは、その一環として、すなわち、

「鉄道事故の兆候について鉄道事故を防止する観点から必要な調査を行うこ

と」（航空・鉄道事故調査委員会設置法第３条の６）

を目的の１つとしているためです。

本状に記した、２００６年３月１５日に「伊勢崎線第３８号踏切」で発生したインシ

デントは、同装置の欠陥を露呈したものとして、本件告発に係る「東上本線第２２号踏

切」での死傷事故の兆候であったことは明らかです。

しかし、佐藤被疑者は、このインシデント発生に係る告発人からの通報を放置し、事

実関係の確認を含めた同装置の欠陥に係る調査を怠ったことで、本件告発に係る「東上

本線第２２号踏切」での死傷事故の未然防止をも怠った結果を招きました。

この不作為の事実は、その職務の遂行を通して公共の福祉を推進し、ひいては国民に

奉仕することを使命とする国家公務員としてあるまじき、重大な職務怠慢であることは

明らかです。

自らの不作為が宮本巡査部長を死亡させる（人命を奪う）踏切事故を誘発した、佐藤

被疑者の責任は、その職責に鑑みたとき、極めて重大です。

告発人は、国の機関の要職にある国家公務員の無責任な職務怠慢によって国民の人命

が奪われるという形での、理不尽な不作為犯罪がこれ以上繰り返されるのを防ぐには、

多くの公務員への警鐘とするため、佐藤被疑者に対して法に基づく刑罰を科すことが、

必要不可欠であると考えます。

以上の理由により、本件告発を行うものであります。

添付資料

①「東上本線第２２号踏切」における踏切支障報知装置設置状況の略図

②２００６年３月２６日付け 国土交通省航空・鉄道事故調査委員会あて「重大踏切事

故につながりかねないインシデント発生の通報及び東武鉄道株式会社の踏切保安体制

に関する調査を求める要請書」の控え（全４頁。この日の午前１１時ごろ、これとほ

ぼ同じ内容の文書を警視庁竹の塚警察署にも持参し対応を求めましたが、当直の刑事

係２名（それぞれ「加藤」「高橋」と名乗っていました）から「具体的な人的被害が発

生していない現時点では捜査できない、国土交通省など専門機関に通報してほしい」

と言われ、受け取りを拒絶されました）

③上記②の文書とその関連資料などを事故調へ郵送したときの小包郵便物受領証、及び

その配達完了通知葉書の写し

以上

記事 書留郵便物引受番号と配達完了日および配達郵便局

第１９３－６２－３８３６５－５号（配達証明郵便）

平成１９（２００７）年８月６日 板橋郵便局にて配達完了


